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１  小城市民病院改革プラ ンの策定にあたっ て 

 

（ １ ） 改革プラ ン策定の経緯 

近年、 わが国では人口構成の急激な変化（ 少子高齢化と 人口減少） と 生活習慣の欧米 

化による影響などにより 疾病構造に、 大きな変化が生じ ている。 特に地方では過疎化と

急速な高齢化に伴い、 その変化はより 顕著である。 そのため、 全国の自治体病院に求め

ら れる医療機能も 大きく 転換するこ と を余儀なく さ れており 、 小城市民病院も 例外では

ない。 こ のよう な医療を取り 巻く 環境の変化を踏まえて、 総務省は平成２ ７ 年３ 月３ １

日に「 新公立病院改革ガイ ド ラ イ ン」（ 新ガイ ド ラ イ ン） を公表し た。 その要旨は、 地方

の自治体病院は地域に必要と さ れる不採算医療を担う と と も に、 地域の民間病院と の補

完的な役割分担（ 棲み分け） を明確にし 、 同時に一層の経営改善に努めなければなら な

いこ と などである。 更に、 厚生労働省による地域医療構想（ ビジョ ン） 策定の通達を受

け、 佐賀県は平成２ ８ 年３ 月３ １ 日に「 佐賀県地域医療構想」 を明ら かにし た。 その骨

子は、 佐賀県における現行の病床機能の抜本的見直し （ 総病床数の縮減） を求めるも の

であり 、 現状では過剰な療養病床や一般急性期病床の削減と 、 不足し ている回復期病床

の充実などが指摘さ れているこ と である。  

上述のよう に厳し さ が増す医療環境のなか、 小城市民病院においても 限ら れた医療資

源（ 国保・ 社保基金などの財源、 現有の病院建物や医療機器、 医師をはじ め看護師、 医

療従事者など） を最大限効率よく 活用するための知恵と 工夫が求めら れている。 特に切

実な２ ０ ２ ５ 年問題（ いわゆる団塊の世代の全ての人が７ ５ 歳以上の後期高齢者と なる）

を８ 年後に控え、 地方の各自治体病院は近未来のあるべき医療提供体制をし っ かり 見据

え、 中長期的に耐えう る（ サステナブルな） 新公立病院改革プラ ンを策定し 、 それを着

実に実現し ていく 義務と 責任がある。  

平成１ ９ 年１ ２ 月に総務省が「 公立病院改革ガイ ド ラ イ ン」 （ 旧ガイ ド ラ イ ン） を策

定し 、 病院事業を設置する地方公共団体に公立病院改革の実行を求めたこ と を受けて小

城市は、 平成２ １ 年３ 月に「 小城市民病院改革プラ ン」 （ 旧改革プラ ン） を作成し 、 病

院事業の経営改革を実施し てきた。 し かし 、 小城市民病院を含めて全国の多く の自治体

病院にあっ ては、 依然と し て医師不足等の厳し い状況は改善さ れず、 持続可能で安定し

た経営を確保できない状況が続いている。 また、 今後も わが国の医療環境は大きく 変化

するこ と が見込まれるため、 新ガイ ド ラ イ ンに沿っ た新たな小城市民病院改革プラ ンを

作成し 、 それを実現さ せる必要がある。 こ の新ガイ ド ラ イ ンには、 旧ガイ ド ラ イ ンにあ

っ た「 経営の効率化」 、 「 再編・ ネッ ト ワーク 化」 、 「 経営形態の見直し 」 に加えて、

新たに「 地域医療構想を踏まえた役割の明確化」 が追加さ れた。  

新ガイ ド ラ イ ンでは、 地域医療構想の実現に向けた取り 組みと 並行し て、 地域におい

て公的病院が果たすべき役割をし っ かり と 明示するこ と が求めら れている。 と り わけ、

公立病院に関する「 再編・ ネッ ト ワーク 化」 と「 地域医療構想を踏まえた役割の明確化」

である。 佐賀県の同じ 中部医療圏に属し て隣接する多久市にも 似通っ た規模の多久市立

病院があり 、 同病院にも 小城市民病院と 共通する状況認識、 課題把握、 将来展望などが

求めら れている。 そのために、 両病院の「 再編・ ネッ ト ワーク 化」 の検討に関する基本
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方針や両病院の新公立病院改革プラ ン作成に際し て、 共通認識をも つべき諸事項につい

て、 情報収集し 精査、 協議するこ と を目的に、 平成２ ８ 年８ 月に「 多久・ 小城地区自治

体病院再編・ ネッ ト ワーク 研究会」 が立ち上げら れ、 平成２ ９ 年１ 月には研究会の報告

書が取り まと めら れた。  

今回の「 小城市民病院改革プラ ン 2017」 （ 改革プラ ン 2017） は、 上記の報告書を尊重

し その趣旨を反映さ せて策定し たも のである。  

 

 

（ ２ ） 計画の期間 

   平成２ ８ 年度から 平成３ ２ 年度までの５ 年間と する。  

 

  

２  市民病院の現状 

                   （ 平成 29 年１ 月１ 日現在）  

項  目 内容等 

開設時期 昭和２ ６ 年１ 月 

開設者 小城市長 江里口 秀次 

病院管理者 小城市病院事業管理者 田渕 和雄 

所在地 小城市小城町松尾 4100 番地 

病床数等 ９ ９ 床 

病床種別： 一般病床（ う ち地域包括ケア病床１ ５ 床、  

開放型病床５ 床）  

病床機能： 急性期 

診療科目 

（ １ １ 科目）  

内科、 外科、 呼吸器科、 消化器科、 産婦人科、 脳神経外科、  

小児科、 循環器科、 リ ウマチ科、 リ ハビリ テーショ ン科、  

泌尿器科 

経営形態 地方公営企業法全部適用（ 平成 25 年 4 月）  

職員数 １ ３ ６ 人（ う ち 医師９ 人）  

 内訳 正規職員 ７ ４ 人（ う ち医師８ 人）   

    臨時職員 ６ ２ 人（ う ち医師１ 人）  

関連施設 訪問看護ステ―ショ ンおぎ 

 

※地域包括ケア病床…平成２ ６ 年の診療報酬改定で亜急性期病床が廃止さ れ、 入院治療後、 病状が安

定し た患者に対し て、 リ ハビリ や退院支援など、 効率的かつ密度の高い医療を 一定期間（ 最高６ ０ 日

間） 提供する在宅復帰支援のための病床。  

※開放型病床…当院の共同利用登録医と し て登録さ れた地域医療機関の医師が、 入院が必要と 判断し

た段階で利用する病床。 入院の間、 当院の主治医と 共同で診療するこ と ができ る。  
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３  地域医療構想を踏まえた役割の明確化 

 

（ １ ）  佐賀県地域医療構想の概要 

  佐賀県地域医療構想（ 以下「 地域医療構想」 と いう 。） は、 団塊の世代が全員後期高齢者 

と なる平成３ ７ （ ２ ０ ２ ５ ） 年を念頭に、 病床の機能区分（ 高度急性期、 急性期、 回復期、  

慢性期） ごと に医療需要と 必要病床数を推計し 、 将来の医療供給体制の構築に向けた施策 

の方向性を示すも のと し て、 平成２ ８ 年３ 月に策定さ れた。  

 地域医療構想では、 構想区域ごと に必要病床数等を定めている。  下記に示すよう に現 

行の二次医療圏、 老人保健福祉圏域と 同じ である。  

 

構想区域 構成市町 

中部 佐賀市、 多久市、 小城市、 神埼市、 吉野ヶ 里町 

東部 鳥栖市、 基山町、 上峰町、 みやき町 

北部 唐津市、 玄海町 

西部 伊万里市、 有田町 

南部 武雄市、 鹿島市、 嬉野市、 大町町、 江北町、 白石町、 太良町 

※二次医療圏…地理的条件等の自然条件や交通事情等の社会的条件、患者の受領動向等を 考慮し て、 

一体の区域と し て入院に係る医療を 提供する体制の確保を 図る地域的な区域。  

 ※老人保健福祉圏域…介護給付対象サービスの種類ごと の量の見込みなどを定める地理的な区域。  

  

県内の病院・ 診療所数は、 下記に示すよう に平成２ ６ （ ２ ０ １ ４ ） 年１ ０ 月１ 日時点 

で、 １ ０ ８ 施設と なっ ており 、 人口１ ０ 万人当たり の病院数は１ ２ ． ９ 施設であり 、 全 

国平均の６ ． ７ 施設を大きく 上回っ ている。  

 

病院・  

診療所 

の推移 

平成２ ５ 年１ ０ 月１ 日 平成２ ６ 年１ ０ 月１ 日 平成２ ７ 年１ ０ 月１ 日 

病院数 
診療所数 

病院数 
診療所数 

病院数 
診療所数 

有床 無床 有床 無床 有床 無床 

県計 １ ０ ８  １ ８ ５  ５ ０ ７  １ ０ ８  １ ７ ７  ５ ０ ７  １ ０ ８  １ ６ ８  ５ １ ５  

中部 ３ ９  ７ ８  ２ ３ ７  ３ ９  ７ ５  ２ ３ ３  ３ ９  ６ ７  ２ ３ １  

東部 １ ４  １ ９  ８ ２  １ ４  １ ９  ８ ４  １ ４  １ ９  ８ ４  

北部 １ ８  ２ ７  ７ ７  １ ８  ２ ５  ７ ５  １ ８  ２ ４  ８ １  

西部 １ ２  １ ８  ４ ２  １ ２  １ ７  ４ ４  １ ２  １ ７  ４ ５  

南部 ２ ５  ４ ３  ６ ９  ２ ５  ４ １  ７ １  ２ ５  ４ １  ７ ４  

 平成２ ５ 年、 ２ ６ 年厚生労働省「 医療施設調査」、 平成２ ７ 年「 佐賀県医務課調」  

 

※病院…２ ０ 人以上の患者を 入院さ せるための施設（ ２ ０ 床以上） を 有する医療提供施設。  

※診療所…１ ９ 人以下の患者を 入院さ せる ための施設（ １ ９ 床以下） を 有する医療提供施設を 有床診

療所、 患者を入院さ せるための施設をも たない診療所が無床診療所。  

  平成３ ７ （ ２ ０ ２ ５ ） 年の県内における推計必要病床数を、 平成２ ６ （ ２ ０ １ ４ ） 年の



4 
 

病床機能報告の内容と 比較すると 、 必要病床数に対し て、 急性期病床が過剰（ 約３ ， ０ ０

０ 床） と なる一方、 回復期病床が不足（ 約２ ， ０ ０ ０ 床） するなど病床機能の需給に著し

い乖離があり 、 こ れを是正し 適切な医療提供体制を構築するため、 各医療機関の自主的な

取組みが強く 求めら れている。  

（ 単位： 床）  

 
医療機能 

平成２ ６ 年 平成３ ７ 年 ２ ６ 年－３ ７ 年 

病床機能報告 必要病床数 ＋過剰、 －不足 

佐賀県 

全体 

高度急性期 ６ ７ ４  ６ ９ ７  －２ ３  

急性期 ５ ， ７ ５ ２  ２ ， ６ ３ ８  ＋３ ， １ １ ４  

回復期 １ ， ２ １ ３  ３ ， ０ ９ ９  －１ ， ８ ８ ６  

慢性期 ４ ， ７ ３ １  ２ ， ６ ４ ４  ＋２ ， ０ ８ ７  

合計 １ ２ ， ３ ７ ０  ９ ， ０ ７ ８  ＋３ ， ２ ９ ２  

中部 

高度急性期 １ ８ ７  ３ ７ ２  －１ ８ ５  

急性期 ２ ， ７ ３ ０  １ ， １ ６ ８  ＋１ ， ５ ６ ２  

回復期 ４ ３ ７  １ ， ４ ３ ０  －９ ９ ３  

慢性期 １ ， ５ ３ ２  ８ ５ ５  ＋６ ７ ７  

計 ４ ， ８ ８ ６  ３ ， ８ ２ ５  ＋１ ， ０ ６ １  

東部 

高度急性期  ３ １  －３ １  

急性期 ５ ５ ７  ２ ８ ６  ＋２ ７ １  

回復期 １ ７ ３  ４ ７ ２  －２ ９ ９  

慢性期 １ ， ０ ２ ５  ５ ５ ９  ＋４ ６ ６  

計 １ ， ７ ５ ５  １ ， ３ ４ ８  ＋４ ０ ７  

北部 

高度急性期 １ ５  １ ０ １  －８ ６  

急性期 ７ ８ ４  ３ ７ ８  ＋４ ０ ６  

回復期 ２ ３ ８  ２ ６ ９  －３ １  

慢性期 ６ ８ ３  ４ ３ ７  ＋２ ４ ６  

計 １ ， ７ ２ ０  １ ， １ ８ ５  ＋５ ３ ５  

西部 

高度急性期 ６  ３ ２  －２ ６  

急性期 ５ ４ ６  １ ７ １  ＋３ ７ ５  

回復期 １ ５ ８  ２ ４ ４  －８ ６  

慢性期 ５ １ ４  ２ ７ ２  ＋２ ４ ２  

計 １ ， ２ ２ ４  ７ １ ９  ＋５ ０ ５  

南部 

高度急性期 ４ ６ ６  １ ６ １  ＋３ ０ ５  

急性期 １ ， １ ３ ５  ６ ３ ５  ＋５ ０ ０  

回復期 ２ ０ ７  ６ ８ ４  －４ ７ ７  

慢性期 ９ ７ ７  ５ ２ １  ＋４ ５ ６  

計 ２ ， ７ ８ ５  ２ ， ０ ０ １  ＋７ ８ ４  

※病床機能報告…医療機関が、 その有する病床（ 一般病床・ 療養病床） の機能区分（ ４ 機能）、 構造設
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備、 人員配置等に関する項目や具体的な医療の内容に関する項目を都道府県へ報告する 制度で、 平 

成２ ６ 年から 始まっ た。  

 

 

４ 機能の定義 

高度急性期 急性期の患者に対し 、 状態の早期安定化に向けて、診療密度が特に高い医療

を提供する機能 

※該当すると 考えら れる病棟の例…救命救急病棟、 集中治療室、 ハイ ケアユ

ニッ ト 、 新生児集中治療室、 新生児治療回復室、 小児集中治療室、 総合周

産期集中治療室など 

急性期 状態の安定化に向けて、 医療を提供する機能 

回復期 ○急性期を経過し た患者への在宅復帰に向けた医療やリ ハビリ テーショ ン

を提供する機能 

○特に、 急性期を経過し た脳血管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に対し 、

ADL の向上や在宅復帰を目的と し たリ ハビリ テーショ ンを集中的に提供

する機能（ 回復期リ ハビリ テーショ ン機能）  

慢性期 ○長期にわたり 療養が必要な患者を入院さ せる機能 

○長期にわたり 療養が必要な重度の障害者（ 重度の意識障害者を含む）、 筋

ジスト ロヒ ィ ー患者又は難病患者等を入院さ せる機能 

 

※ハイ ケアユニッ ト …集中治療室と 一般病棟の中間に位置する病棟で、 集中治療室から 移さ れてき た

患者を対象と し た高度治療室。  

※ADL…日常生活動作と 訳さ れ日常生活を 営む上で、 普通に行っ ている行為、 行動であり 、 具体的に

は、 食事や排泄、 整容、 入浴等の基本的な行動を さ し 、 リ ハビリ テーショ ン や介護では、 要介護高

齢者や障害者等が、 どの程度自立的な生活が可能かを評価する指標と し て使われている。  

 

（ ２ ）  地域医療構想を踏まえた市民病院の果たすべき役割 

― 対象期間末における具体的な将来像 ― 

   市民病院は地域医療構想の中部構想区域（ 以下「 中部区域」 と いう ） に位置し ている。

中部区域の平成３ ７ （ ２ ０ ２ ５ ） 年の推計必要病床数と 平成２ ６ （ ２ ０ １ ４ ） 年の病床

機能報告結果を比較すると 急性期で約１ ，６ ０ ０ 床、慢性期で約７ ０ ０ 床が過剰であり 、

一方で高度急性期は約２ ０ ０ 床、 回復期で約１ ， ０ ０ ０ 床が不足する。  

また、 中部区域の特定機能病院や地域医療支援病院の状況は、 次頁のと おり であり 、

県内でも 有数の第三次救急医療を担い、高度急性期を併せ持つ医療機関が存在し ている。 

   

※第三次救急医療…都道府県の医療計画において、 第一次、 第二次、 第三次救急医療体制が整備さ

れている。 第一次救急医療は、 入院や手術を 伴わない医療であり 、 休日夜間急患センタ ーや在宅当

番医がこ れにあたる。 第二次救急医療は、 入院や手術を 要する症例に対する医療であり 、 幾つかの

病院が当番日を決めて救急医療を 行う 病院群輪番制がこ れにあたる。 第三次救急医療は、 二次救急
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まででは対応でき ない重篤な疾患や多発外傷に対する医療であり 、 救命救急センタ ーがこ れにあた

る 。  

 

中部区域の拠点機能等の指定等の状況（ 平成２ ８ （ ２ ０ １ ６ ） 年３ 月現在）  

地域医療支援病院 

他の病院・ 診療所と 一定の紹介率・ 逆紹介率を保つ等地域医療の確 

保のために必要な病院と し て、 都道府県の承認を 受けた医療機関 

佐賀県医療センタ ー好生館 

N H O 佐賀病院 

がん診療連携拠点病院 

地域におけるがん診療の拠点と し て厚生労働省が指定し た医療機関 

佐賀大学医学部附属病院 

佐賀県医療センタ ー好生館 

救命救急センタ ー 

高度な救命医療を提供する第三次救急医療機関 

佐賀大学医学部附属病院 

佐賀県医療センタ ー好生館 

特定機能病院 

高度な医療を提供する能力を も つ病院と し て、 厚生労働省の承認を  

受けた医療機関 

佐賀大学医学部附属病院 

認知症疾患医療センタ ー 

認知症の鑑別診断や専門医療相談ができ る拠点と し て都道府県が指 

定し た医療機関 

佐賀大学医学部附属病院 

N H O 肥前精神医療センタ ー 

総合周産期母子医療センタ ー 

リ スク の高い妊娠に対する医療及び高度な新生児医療等の周産期医 

療を 行う こ と ができ る医療施設と し て都道府県が指定し た医療機関 

N H O 佐賀病院 

 

地域医療構想による佐賀中部医療圏の人口の将来見通し (国立社会保障・ 人口問題研究所

の人口推計（ 中位推計） )によると 、 総人口は減少を続けると 見込まれるが、 高齢者人口で

見てみると 、 ６ ５ 歳以上人口は、 平成４ ２ （ ２ ０ ３ ０ ） 年までは増加、 それ以降減少に転

じ ると 予想さ れている。 また、 医療・ 介護需要が高まる７ ５ 歳以上の人口は、 平成４ ７ (２

０ ３ ５ )年まで増加が続きその後減少に転じ ると 予想さ れている。 小城市内には、 医療と 福

祉を一体的に提供する民間の医療機関があり 、医療環境の変化に迅速に対応し ている中で、

市民病院が担う べき具体的な役割と し て、  

① 地域における必要な医療のう ち、 特に救急医療など採算の面から 民間医療機関によ

るこ と が困難な医療を提供するために、 ２ ４ 時間、 ３ ６ ５ 日地域の２ 次救急医療患者

の受け入れ態勢を堅持する。  

② 医療安全網(M edical Safety N et） 即ち、 いかなる状況であっ ても 小城市民病院での

治療を必要と する患者は、 原則と し て受け入れる。 また、 市民病院は、 患者と その家

族にと っ て、 地域の病院の選択肢の保障と 医療機関相互のサービス向上に寄与する。  

③ 生活習慣病(高血圧、 糖尿病、 脂質異常、 認知症など)の予防、 早期発見と 治療及び

重症化予防に重点を置いた、 地域になく てはなら ない拠点病院と し ての役割を更に充

実さ せる。  

④ 今後も 必要性が増す高度先進医療機関(佐賀大学附属病院、県医療センタ ー好生館な

ど)から の紹介患者の受入れを一層進める。  
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⑤ 地域の医師会及び各医療機関と より 密接な病・ 病、病・ 診連携体制を構築し ていく 。  

 

 

― 平成３ ７ （ ２ ０ ２ ５ ） 年における市民病院の具体的な将来像 ― 

   「 多久・ 小城地区自治体病院再編・ ネッ ト ワーク 研究会」 の報告書で取り まと めら れ

た以下の機能を目指す。 なお、 こ れら の機能を発揮できるよう 医師派遣等について、 佐

賀大学医学部等と の連携を強化する。  

  ・ 地域住民の医療・ 健康を全般的に支えるため、 かかり つけ医を支援する機能 

  ・ 住民の健康増進のため、 疾病の予防・ 健診・ 早期発見・ 重症化防止のための機能 

  ・ 地域医療構想で示さ れた当面の医療需要に対応するため、 在宅復帰やリ ハビリ テーシ

ョ ン機能など回復期医療の充実 

  ・ 高度・ 専門医療について、 佐賀大学医学部附属病院や佐賀県医療センタ ー好生館と 連

携し 、 患者を適切に紹介し 、 また在宅復帰に向けて逆紹介を受けるこ と ができる機能 

  ・ 三次救急医療機関と 役割分担をし た二次救急医療の充実 

  ・ 多久・ 小城地区に分娩可能な医療機関がないこ と や、子育て環境の充実のため、産科・

小児科診療の充実 

  ・ 高齢社会にニーズが高まる眼科・ 皮膚科・ 耳鼻咽喉科等の導入 

  ・ 当面増加傾向を迎えるがん患者に対する緩和ケア機能（ ホスピス）  

  ・ かかり つけ医や地域包括支援センタ ーと の連携を強化するための地域連携部門や退院

支援部門の機能強化 

  ・ 高齢者の移動手段も 考慮し た在宅医療・ 訪問看護の機能整備 

 

 

（ ３ ） 地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割 

地域包括ケアシステムと は、 重度な要介護状態と なっ ても 住み慣れた地域で自分ら

し い暮ら し を人生の最期まで続けるこ と ができるよう 、 住まい・ 医療・ 介護・ 予防・

生活支援が一体的に提供さ れ、 それぞれの状況にあっ た自立し た日常生活を送るため

の支援が包括的に確保さ れる体制をいう 。  

    特に、 介護保険法に基づき 、 介護保険者・ 市町村は、 地域支援事業の一つと し て、

「 在宅医療・ 介護連携推進事業」 に、 2015 年度以降取り 組みを開始し ており 、 直接サ

ービスを提供するか否かにかかわら ず、 在宅医療と 在宅介護の連携に市町村が積極的

にかかわるこ と と なっ ている。  

小城市内には、 地域包括ケアシステムの目的達成のために、 在宅医療・ 介護に積極

的に取り 組む民間の医療機関や介護事業者も 多く あるこ と から 市民病院は、 こ れら の

民間事業者と 連携し 市が目指す地域包括ケアシステム構築のために医療機関と し て役

割を果たす。 そのためには、 地域連携室の機能を充実するこ と でスムーズな入・ 退院

に繋げると と も に、 地域包括ケア病床を活用し て患者の在宅復帰の促進に努める。 ま

た、 在宅医療を希望する患者及びその家族を支援するために、 訪問看護ステーショ ン

の機能強化を諮っ て行く 。   
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（ ４ ） 一般会計負担の考え方（ 操出基準の概要）  

    地方公営企業は、 企業性（ 経済性） の発揮と 公共の福祉の増進を目的と し ており 、

その経営に要する経費は経営に伴う 収入（ 料金） をも っ て充てる独立採算が原則と さ

れているが、 福祉の増進のためには、 収支が厳し く ても 地域で必要と さ れる医療を提

供する責務がる。 そのため、  

・ 当該地方公営企業の経営に伴う 収入をも っ て充てるこ と が適当でない経費 

・ 当該地方公営企業の性質上能率的な経営を行っ ても 、 なお、 その経営に伴う 収入の

みをも っ て充てるこ と が客観的に困難であると 認めら れる経費 

等について、 こ の地方公営企業の理念に基づき、 市民の健康保持に必要な医療を提供

するために病院事業を行っ ており 、 繰出基準に基づく 繰出し を原則と し ている。  

 

                             （ 平成 28 年度操出状況）  

繰出金項目 繰出し の基準 

救急医療の確保に要す

る経費 

医師等の待機及び空床の確保等救急医療の確保に必要な経費

に相当する額 

医師及び看護師等の研

究研修に要する経費 

医師及び看護師等の研究研修に要する経費の２ 分の１  

病院事業会計に係る 共

済追加費用の負担に要

する経費 

病院事業会計に係る共済追加費用の負担額の一部 

基礎年金拠出金に係る

公的負担金に要する 経

費 

職員に係る基礎年金に係る公的負担額 

不採算地区病院の運営

に要する経費 

病床数１ ５ ０ 床未満・ 直近の国勢調査に基づく 当該病院の半

径５ ㎞以内の人口が３ 万人以上１ ０ 万人未満であるこ と  

児童手当に要する経費 児童手当に要する経費から ３ 歳未満児に支給する額を除いた

額 

病院の建設改良に要す

る経費 

病院の建設改良費及び企業債元利償還金のう ち、 その経営に

伴う 収入をも っ て充てるこ と ができないと 認めら れるも のに

相当する額 

（ 建設改良費： ２ 分の１ 、 企業債元利償還金の３ 分の２ ）  

 

※繰出し 基準…地方公営企業法第１ ７ 条の２ 、 地方公営企業法施行令第８ 条の５ 及び同附則

第１ ４ 条の規定並びに総務副大臣の「 地方公営企業繰出金について（ 通知）」 を原則と する。  
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（ ５ ） 医療機能等指標に係る数値目標 

① 医療機能・ 医療品質に係る数値目標 

   市民病院が果たすべき役割は、 地域における必要な医療のう ち、 特に救急医療な

ど採算の面から 民間医療機関によるこ と が困難な医療の提供で今後も ２ ４ 時間、  

３ ６ ５ 日地域の二次救急医療患者の受け入れ態勢を堅持し 、 市民の安心・ 安全の確

保に努める。  

     健診の強化により 生活習慣病などの病気の予防、 早期発見と 治療及び重症化防止

に努めると と も に、 県内に８ か所ある糖尿病の拠点病院と し て糖尿病の防止と 重症

化による合併症（ 腎臓疾患） 防止のために体制の強化を諮る。  

高度先進医療機関や地域の診療所から の紹介患者の在宅復帰支援を行い市民病院

が核と なっ て、 地域医師会及び各医療機関と より 密接な病・ 病、 病・ 診連携体制を

構築し ていく 。  

 

     年度 

区分 

２ ６ 年度 

（ 実績）  

２ ７ 年度 

（ 実績）  

２ ８ 年度 

（ 見込）  

２ ９ 年度 

（ 計画）  

３ ０ 年度 

（ 計画）  

３ １ 年度 

（ 計画）  

３ ２ 年度 

（ 計画）  

救急車による患者数 285 259 245 250 260 260 260 

健康診断件数 648 804 810 810 810 810 810 

訪問看護件数 － 2,040 2,400 2,500 2,600 2,600 2,600 

運動器リ ハビリ 件数 15,897 23,827 25,407 26,000 26,600 26,600 26,600 

脳血管リ ハビリ 件数 1,227 3,234 2,919 2,950 3,000 3,000 3,000 

 

② その他の数値目標 

     患者及びその家族と 病院と の意思疎通・ 連携が十分図れるよう 、 相談員による相

談体制の確立に努める。  

 

     年度 

区分 

２ ６ 年度 

（ 実績）  

２ ７ 年度 

（ 実績）  

２ ８ 年度 

（ 見込）  

２ ９ 年度 

（ 計画）  

３ ０ 年度 

（ 計画）  

３ １ 年度 

（ 計画）  

３ ２ 年度 

（ 計画）  

紹介患者数 1,080 1,059 1,048 1,050 1,060 1,070 1,080 

逆紹介患者数 705 706 703 704 710 716 724 

 

 

（ ６ ） 住民の理解のための取組 

改革を実施する中で計画の見直し や現在の医療機能を変更する場合には、 市民の理

解を得るために市報やホームページで情報を発信する。  

    また、 市民を対象と し た健康づく り 座談会の開催、 市が行う 社会教育講座や市民団

体等から の求めに応じ 医療・ 健康に関する出前講座を積極的に実施するこ と で、 市民

病院の存在意義を広く 市民に伝えていく 。  
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４  経営の効率化 

 

（ １ ） 経営指標に係る数値目標 

① 収支改善に係る数値目標と その設定の考え方 

    市から 病院事業への繰出基準に基づいて、 地域で必要と さ れる不採算医療の提供と

健全経営の両立を図るための目標値を設定し た。  

 

医療機器等の更新時期の見直し 、 保守・ メ ンテナンス等による高額投資の抑制を図

り つつ医療安全網の確保と 、 各医療機関と の病・ 病、 病・ 診連携の拡充を図り 、 当院

における生活習慣病（ 高血圧、 糖尿病、 脂質異常症、 認知症） 等の予防・ 早期発見・

重症化防止等に努める。  

  

      年度 

区分 

２ ６ 年度 

（ 実績）  

２ ７ 年度  

 （ 実績）   

２ ８ 年度 

（ 見込）  

２ ９ 年度 

（ 計画）  

３ ０ 年度 

（ 計画）  

３ １ 年度 

（ 計画）  

３ ２ 年度 

（ 計画）  

経常収支比率(％)  97.6 101.6 100.4 99.7 100.0 100.4 101.3 

医業収支比率(％)  88.8  93.7 93.5 89.1 89.4 89.8 90.6 

（ 注） 病院事業の経常収支比率は、 100％を基準に超過が利益、 未満が損失を表す。  

※経常収支比率、 医業収支比率と も 100％以上が望まし い。  

 

 

  ② 経費削減に係る数値目標と その設定の考え方 

    県内の自治体病院の中で最も 職員の平均年齢が高い当院では、 給与比率が高いため 

平成 21 年度より 給食業務を外部委託し てきたが、診療収益の大幅な増加が見込めない 

状況下では経費削減の積み上げがより 重要と なる。  

 

  定年退職後の後補充については、 可能な限り 院内の配置状況の見直し を実施する等し て 

 対応する。 また、 採用については再雇用制度の活用や、 非常勤職員等の採用を実施し 人件

費の伸びを圧縮する。  

   

  後発医薬品(ジェ ネリ ッ ク 医薬品)の普及促進は、 患者負担の軽減や医療保険財政改善に

資すると し て国は、 ロード マッ プを作成し 平成３ ０ 年度から ３ ２ 年度の末までのなるべく

早い時期に８ ０ ％以上と する目標を掲げている。 現在、 市民病院は国の目標を上回っ てい

るが、 患者負担の軽減と 経費節減のために今後も 、 後発医薬品の使用を推進する。  

（ 単位： ％）  

    年度 

区分 

２ ６ 年度 

（ 実績）  

２ ７ 年度 

（ 実績）  

２ ８ 年度 

（ 見込）  

２ ９ 年度 

（ 計画）  

３ ０ 年度 

（ 計画）  

３ １ 年度 

（ 計画）  

３ ２ 年度 

（ 計画）  

職員給与費対医業収益比率 67.5 66.2 66.3 67.6 67.4 66.9 65.9 

後発医薬品使用率 － － 82.0 83.0 84.0 85.0 85.0 
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③ 収入確保に係る数値目標と その設定の考え方 

    小城市においても 少子・ 高齢化が進む中で、 当院への来院患者状況を見てみると 、

入院においては８ 割近く が高齢者で、その中でも 後期高齢者の割合は高い。（ ６ ．５ 割）     

   外来においても ６ 割近く が高齢者である。 国立社会保障・ 人口問題研究所の人口推計

から 、 今後、 ５ 年毎の１ ～２ ％程の人口減に合わせて、 同程度以上の高齢化が想定さ

れる中で大幅な患者増は見込めないこ と を考慮し て、 目標値を設定し た。   

 

（ 単位： 人、 ％）  

     年度 

区分 

２ ６ 年度 

（ 実績）  

２ ７ 年度 

（ 実績）  

２ ８ 年度 

（ 見込）  

２ ９ 年度 

（ 計画）  

３ ０ 年度 

（ 計画）  

３ １ 年度 

（ 計画）  

３ ２ 年度 

（ 計画）  

１ 日平均外来患者数 200.9. 202.3 201.1 202.0 202.0 202.0 202.0 

１ 日平均入院患者数 63.2 64.7 62.5 63.0 63.0 63.0 63.0 

 病 床 利 用 率 63.8 65.3 63.1 63.6 63.6 63.6 63.6 

 

④ 経営の安定性に係る数値目標と その設定の考え方 

安定的な病院運営においては、 常勤医師の確保が重要である。 し かし 、 労働層人口

の減少が進み、 新規患者数の伸び悩む中、 費用対効果（ 経常収支率、 人件費率） 等を

勘案する必要があり 、 常勤医師の採用は慎重に行わなければなら ない。  

現在、 標榜診療科において欠員の医師については、 佐賀大学病院等から の応援医師

（ 非常勤） により 外来診療を実施し ている。  

   

     年度 

区分 

２ ６ 年度 

（ 実績）  

２ ７ 年度 

（ 実績）  

２ ８ 年度 

（ 見込）  

２ ９ 年度 

（ 計画）  

３ ０ 年度 

（ 計画）  

３ １ 年度 

（ 計画）  

３ ２ 年度 

（ 計画）  

常 勤 医 師 数(人) 10 10 9 10 10 10 10 

純資産額（ 百万円）  1,522 1,542 1,546 1,551 1,594 1,643 1,704 

現金保有残高（ 百万円）  1,416 1,457 1,425 1,636 1,664 1,696 1,740 

 

 

（ ２ ） 目標達成に向けた具体的な取組 

① 民間的経営手法の導入 

    人件費率の高騰を抑制すべく 、 給食業務においては平成２ １ 年度より 調理業務の外

部委託を実施し ており 、 引き続き継続委託を予定し ている。 今後も 業務内容の検証を

継続し 、 外注可能な職種（ 業務） に関し ては導入を検討する。  

    また、 臨床検査部門における検査項目と 試薬等についても その実施件数、 試薬の包

装単位等における費用対効果や機械化による簡素化等を含め、 外部委託を可能なも の

から 実施する。  

 

② 事業規模・ 事業形態の見直し  

    小城市の人口の将来見通し は６ 頁で述べているが、 高齢者（ ６ ５ 歳以上） 人口は、
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平成４ ２ （ ２ ０ ３ ０ ） 年の１ ３ ， ０ １ ８ 人をピーク にその後減少し 、 医療・ 介護需要

が高まる７ ５ 歳以上の人口は、 平成４ ７ (２ ０ ３ ５ )年に８ ， １ ０ ４ 人でその後減少に

転じ ると 見込まれているので、 当分、 現状の体制で事業を継続する。  

なお、 長期的には医療需要の減少が見込まれるので、 社会情勢や経営状況を考慮し

て必要に応じ て見直し を行う 。  

  佐賀県・ 中部地区における『 人口の推移』  

   

 

 

 小城市内には中規模の民間病院も あるが、 自治体病院は地域に必要な不採算医療を担う  

責任があると と も に、 民間病院と の役割分担を明確にし 、 経営改善に努める。  

 

 

③ 経費削減・ 抑制対策 

１ ） 医療機器等の老朽化対策医用 

 ・ 経年劣化に伴う 大型医療機器の更新時期が迫る中、 多額の投資は改革プラ ンおける 

診療機能等の方向性が未定の状況では時期尚早であるこ と から 、現在の機能を維持し 、

精度を向上さ せるべく バージョ ンアッ プで対応する。 また、 医事システムにおいても

「 電子カ ルテ」 への切り 替えが必要と さ れる時期ではあるが、 耐用年限を超えた現行

の「 オーダリ ングシステム」 の更新で出費の抑制と 機能アッ プを図る。  

 

  ○「 超音波診断装置」（ 更新）  

   ・ 経年劣化により 精度に不安があるこ と から 、 緊急性のあるも のを除き検査件数はや 

   や減少傾向にあるので、 早急に更新を実施し 、 診療に活用し 診断の精度を向上さ せ医 

療収益の回復に努める。  

2010 2025 2030 2035 2040

対2010 対2010 対2010 対2010

849,788 774,676 0.91 744,863 0.88 713,583 0.84 680,203 0.80

６５歳以上 209,010
250,735

1.20 248,483 1.19 243,633 1.17 241,548 1.16

７５歳以上 113,543 142,515 1.26 153,887 1.36
155,222

1.37 150,639 1.33

353,347 324,222 0.92 312,096 0.88 299,063 0.85 284,969 0.81

６５歳以上 82,733 101,232 1.22
101,526

1.23 101,040 1.22 101,334 1.22

７５歳以上 44,090 57,474 1.30 62,196 1.41
62,965

1.43 62,028 1.41

45,133 41,641 0.92 40,239 0.89 38,746 0.86 37,057 0.82

６５歳以上 10,176 12,920 1.27
13,018

1.28 12,914 1.27 12,811 1.26

７５歳以上 5,550 7,048 1.27 7,802 1.41
8,104

1.46 7,990 1.44

（ 出典） 国立社会保障・ 人口問題研究所人口推計（ 中位） 2013年

佐賀県

中部医療圏

小城市
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  ○「 МＲ Ｉ 」（ バージョ ンアッ プ）  

   ・ 購入後１ ２ 年が経過し 、 その解像度等は新し い現行機種と 比較し て格差が歴然と し  

ている。 特に高額医療機器に関し ては、 公的病院の使命と し て近隣開業医より の 

検査依頼に対応し ている。 今回バージョ ンアッ プするこ と により 、 精度・ 解像度の向 

上は明ら かで、 多種の撮影方法も 可能と なり 更なる診療の向上に繋がると と も に、 検

査依頼件数の増加を目指す。  

 

 

  ２ ） 人件費の抑制対策 

   ・ 定年退職後の後任については、 病院改革プラ ンに基づく 将来の方向性が確定するま

での間は単に後補充ではなく 職種や部門ごと の配置状況を勘案し 、 再任用制度の利用

や非常勤職員等の採用などで経費（ 人件費） の伸びを抑制する。  

 

 

  ④ 収入増加・ 確保対策 

１ ） 診療体制の充実 

 ○「 婦人科」  

 ・ 非常勤医師のみの診療体制だっ た婦人科については、 平成２ ８ 年４ 月より 常勤医を 

 導入し た事から 、 外来患者数は徐々に増加傾向にある。  

 〔  27 年度実績： 5.2 名/１ 日平均患者数、 28 年度上期： 7.5 名/１ 日平均患者数〕  

 過去においては婦人科医師の在職時は多く の外来・ 入院患者数があり 、 多く の市民

に必要と さ れた診療科であっ た。  

 平成２ ８ 年度の実績を確実に伸ばし 、 今後の患者数確保に繋げていく 。  

 〔 当面、 元職員の離職前３ 年間（ 平成２ ２ ～２ ４ 年度） の１ /２ 程度を１ 日平均患者 

数の目標と し て、 平成２ ８ 年度と の差をなく すべく 、 患者数確保を図る。〕  

 

 ○「 糖尿病専門医の常勤化」  

 ・ 当院は、 佐賀県の糖尿病基幹病院と し て位置付けら れており 、 登録患者数は１ 千名 

 近く であるが専門医は佐賀大学より の非常勤医師が診療にあたっ ていて、 外来診療日

は週２ 日が限度であり 、 当院内科医師がその診療の一旦を担っ ている。  

  対象患者数と 診療日数の関係上、 本来、 専門医による定期的な検査等が必要である 

が、 やむなく 重症患者を優先せざるを得ない状況である。  

 

  近々、 基幹病院と し て専門医の常勤化を図り 、 当該患者の詳細な状況把握を行う と

と も に開業医と の連携を密にし 、 地域全体で取り 組むこ と で患者の掘り 起こ し と 重症

化防止のための指導や治療につなげる。 また、 糖尿病コ ーディ ネート 看護師の育成・

支援活動を図り 、 患者の生活状況や合併症の把握等により 生活習慣病（ 特に糖尿病）

診療の向上・ 人工透析の回避等で医療費の抑制に寄与する。  
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  病床利用率は年間平均６ ０ ％台で推移するなか、 冬季は一時的ではあるが高齢者による 

呼吸器疾患患者を含めて８ ５ 名（ 平成２ ７ 年度 最高９ ５ 名） 前後で利用さ れる時期がある

こ と から 、 １ ５ 床の地域包括病床を活用し ながら 患者確保に努める。  

 

 

⑤ その他 

  「 職員満足度の向上」 を目指す。  

   当院の将来構想における「 緩和病床」 のチーム医療である「 緩和ケアチーム」 の構成 

  員と なる認定看護師等の育成、 受験、 講習及び研修等に向けた院内の体制作り の準備に 

かかる。  

    「 がん性疼痛看護」  「 がん化学療法看護」  「 乳がん看護」 等 

 

   目標を持っ て業務に取り 組み、 実績に対し て評価を受け、 その積み上げがキャ リ アア 

ッ プに繋がる体制作り 。  専門・ 認定看護師等の公的制度（ 免許） の取得を目指す。  

  「 医療安全管理者」  「 院内感染管理者」  「 認知症ケア（ 看護師）」  

  「 糖尿病コ ーディ ネート 看護師」  「 診療情報管理士」 等 

 

 職員の努力の結果、 認定看護師等が増えるこ と により 、 職員の満足度が上がると と も  

に、 患者応対についても 自ずと その成果が伝わり 、 患者満足度の向上にも 繋がる。 更に 

そのこ と が、 病院運営（ 経常収支率） 等にも 寄与するこ と と なる。  
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５  再編・ ネッ ト ワーク 化 

 

（ １ ） 小城市民病院の状況 

   市民病院の主要な施設の東棟（ 当初 3 階建） は、 昭和 58 年 3 月に完成し 平成元年 10 

月に 4 階を増築、 その後平成９ 年３ 月に西棟を建設し ているが当初建設から 築 33 年が

経過し 、 建物の老朽化が進行し てきた。 高齢化等による医療環境の変化に対応するため

には、 病床機能の転換を検討し なければなら ないが、 療養型病床への転換のためには、

大規模な改修か建て替えが必要な状況にある。 また、 高額医療機器の多く が耐用年数を

超えて更新時期を迎えている。  

病床利用率は、 平成２ ２ 年度及び平成２ ５ 年度に 70％を上回っ たが、 それ以外の年度

は 60％台で推移し ており 、 平成２ ８ 年度においても 、 入院患者数の大幅な増加は見込め

ない状況である。 新ガイ ド ラ イ ンでは、 病床利用率が３ 年連続し て 70％以下の病院につ

いては病床機能の見直し を求めているが、 市民病院はこ の見直し 基準に該当する状況に

ある。  

 

（ ２ ） 二次医療圏又は構想区域内の病院等配置の現況 

    佐賀県地域医療構想の概要でも 示し たと おり 、二次医療圏と 構想区域は同じ であり 、

佐賀県は５ つに区分さ れている。  

 

医療圏名 構 成 市 町 

中部 佐賀市、 多久市、 小城市、 神埼市、 吉野ヶ 里町 

東部 鳥栖市、 基山町、 上峰町、 みやき町 

北部 唐津市、 玄海町 

西部 伊万里市、 有田町 

南部 武雄市、 鹿島市、 嬉野市、 大町町、 江北町、 白石町、 太良町 

 

   小城市民病院が属する中部医療圏内の公的病院の病床数の状況は、次のと おり である。

多く の公的病院は佐賀市内にあり 、 中でも 佐賀大学医学部附属病院及び佐賀県医療セン

タ ー好生館は県内有数で第三次医療を担い、 高度急性期・ 専門機能を持つ２ つの医療機

関が車で約２ ０ 分圏内にあるこ と から 、 こ れら の病院の後方病院と し ての受け入れ態勢

を堅持する必要がある。  

病 院 名 病床数 所在地 

多久市立病院 １ ０ ５  多久市 

小城市民病院 ９ ９  小城市 

富士大和温泉病院 ９ ８  佐賀市 

佐賀大学医学部附属病院 ６ ０ ４  〃 

佐賀県医療センタ ー好生館 ４ ５ ０  〃 

Ｎ Ｈ Ｏ 佐賀病院 ２ ９ ２  〃 

Ｊ Ｃ Ｈ Ｏ 佐賀中部病院 １ ６ ０  〃 
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（ 小城市及び多久市の状況）  

   小城市及び多久市内には、 と も に中規模の公立病院と 民間病院が入院医療に対応し て 

おり 、 地域の医療資源を有効に活用する上で今後と も 民間病院と の役割分担が重要であ

る。  

小城市及び多久市内の病院は、 以下のと おり である。  

 

 
出典 平成 27 年度病床機能報告 

 

（ ３ ） 再編・ ネッ ト ワーク 化計画の概要 

   「 多久・ 小城地区自治体病院再編・ ネッ ト ワーク 研究会」 の報告書の要旨は、 先に記

述し ている平成３ ７ （ ２ ０ ２ ５ ） 年における小城市民病院の将来像に掲げる機能を発揮

する公立病院をつく ると いう 観点と 、 一方、 小城市民病院と 多久市立病院はと も に築 

３ ０ 年を超え老朽化し ており 、何れも 建て替え時期を迎えていると いう 現状を考えれば、

新ガイ ド ラ イ ンに沿っ た新改革プラ ンを策定するこ の機を逃すこ と なく 、 両病院は統合

し 、 将来の厳し い医療環境にも 耐えう る新病院を設立するこ と が、 地域で必要と さ れる

自治体病院にと っ て最も 望まし い選択肢であると し ている。  

   小城市と し ては、 報告書の趣旨を重く 受け止め、 将来、 小城市民病院と 多久市立病院

の両自治体病院の統合と 、 それに続く 新病院の設置を目指し 、 今後、 多久市と 協議を進

めていく 。   

 

 

６  経営形態の見直し  

 

（ １ ） 経営形態の現況 

   地方公営企業法全部適用（ 平成 25 年 4 月 1 日～）  

 

（ ２ ） 経営形態の見直し の方向性 

   小城市は、 旧ガイド ラ イ ンに基づき、 平成２ １ 年３ 月に旧改革プラ ンを策定し 、 病院

の経営改革に努めたが十分な成果が得ら れなかっ た。 当時の経営形態は、 地方公営企業

法一部（ 財務） 適用であっ たため、 旧改革プラ ンの中で以下の 2 点が問題と し て提起さ

高度
急性期

急性期 回復期 慢性期

多久市立病院 105 60 45 86.8 内科、外科、整形外科 206

諸隈病院 96 44 52 98.1 内科、外科、整形外科 10

小城市民病院 99 99 64.2 内科、外科、循環器内科 281

ひらまつ病院 190 4 84 54 48 98.2 内科、外科、整形外科、神経内科 519

江口病院 98 42 56 82.2 内科、呼吸器内科、消化器内科 43

小城市

主たる診療科

救

急
車

受
入

病

床
利

用
率

病床機能

病床数

多久市
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れていた。  

○ 予算・ 人事・ 給与について市民病院が決定権を持たないため、 医療制度改革等の 

医療行政の流れへの迅速な対応やリ ーダーシッ プの発揮が困難である。  

  ○ 病院経営には、 事務職員の経営能力の維持向上が重要である が、 市役所と の間で

職員の定期人事異動制度によっ て、 経営の専門家が育成さ れにく い環境にある。  

そのため、 旧改革プラ ンの中で解決策と し て、「 地方公営企業法全部適用」 への速やか

な移行が最も 現実的と 指摘さ れたため、 平成２ ５ 年４ 月に「 地方公営企業法全部適用」

に移行し た。 移行に合わせ、 病院事業管理者を設置し 、 組織の意思決定の迅速化に努め

た結果、 平成２ ７ 年度決算で黒字化を達成し たので経営形態は、 当面は現在の形態を継

続し て行く 。 し かし 、 必要に応じ て経営形態の変更も 検討する。  

   また、 事務職員は、 経営の専門家を育成するため平成２ ７ 年度の採用者から 専任化を 

図っ ており 、 今後の採用においても 専門家の育成を継続する。  

 

 

７  新改革プラ ン策定に関する 県から の助言や再編・ ネッ ト ワーク 化計画策定への

県の参画状況 

 

  佐賀県健康福祉部医務課から 様々な関係先への折衝や指導助言等があり 、 自治体病院に 

関する、 再編・ ネッ ト ワーク 化を多角的かつ包括的に検討するために、 平成２ ８ 年８ 月に 

「 多久・ 小城地区自治体病院再編・ ネッ ト ワーク 研究会」 を立ち上げるこ と ができた。   

こ の研究会の座長を佐賀県健康福祉部医療統括監が担い、 多久・ 小城地区自治体病院の 

今後求めら れる機能や再編統合についての研究会の報告書が提出さ れ、 その趣旨を本改革

プラ ンに反映さ せるこ と ができた。  

 

 

８  新改革プラ ンの点検・ 評価・ 公表 

 

（ １ ） 新改革プラ ンの点検・ 評価 

   新改革プラ ン実現に向けては、 その実施状況を定期的に把握し 、 評価するこ と が求め

ら れている。 そのため、 院内においては、 運営委員会等で定期的に諮ると と も に、 市の

部長会等の既存の会議に報告し 、意見を求める。外部委員による評価は、今後検討する。  

   医療情勢の変化や点検・ 評価の結果、 改革プラ ン 2017 の数値目標と 実績が大きく 異

なっ た場合は、 必要に応じ てプラ ンの見直し を行う 。  

 

(２ ) 改革プラ ンの公表 

   市民病院の経営状況や改革プラ ン 2017 の実施状況などの情報を小城市報及びホーム

ページ等で公表し 、 積極的な情報発信をするこ と で、 市民の理解や協力を得ら れるよう

に努める。  
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９  その他特記事項 

 

  人口推計では、 今後、 総人口が減少する中で当面高齢者人口が増加するこ と は、 医療・  

介護を担う 人材が不足するこ と が危惧さ れる。 計画では、 平成３ ０ 年４ 月に西九州大学の 

看護学部が市内に開学し 、 看護師を養成するので市民病院は、 医療機関と し て積極的に実 

習生を受け入れるこ と で、 人材育成に寄与する。  

 



(別紙１） 団体名
（病院名）

１．収支計画　（収益的収支） (単位：千円、％)

　　 年 度

 区 分

１. ａ 1,086,972 1,074,347 1,123,249 1,108,680 1,119,086 1,124,682 1,124,682 1,124,682

(1) 1,004,170 992,940 1,030,410 1,015,185 1,024,375 1,029,085 1,029,085 1,029,085

(2) 82,802 81,407 92,839 93,495 94,711 95,597 95,597 95,597

37,991 37,991 37,991 37,991 37,991 37,911 37,911 37,911

２. 100,659 134,093 124,280 121,138 146,418 146,376 147,549 148,714

(1) 76,387 76,581 79,027 81,311 91,832 91,515 91,188 90,853

(2) 4,950 3,538 3,420

(3) 31,497 27,305 27,284 42,259 42,534 44,034 45,534

(4) 19,322 22,477 14,528 12,543 12,327 12,327 12,327 12,327

(A) 1,187,631 1,208,440 1,247,529 1,229,818 1,265,504 1,271,058 1,272,231 1,273,396

１. ｂ 1,193,858 1,209,751 1,198,695 1,212,847 1,255,831 1,257,815 1,255,945 1,247,895

(1) ｃ 685,937 725,560 743,140 734,918 757,021 757,543 752,673 741,623

(2) 150,328 130,748 134,280 131,099 136,097 136,097 136,097 136,097

(3) 137,558 141,593 134,343 145,219 141,905 141,905 141,905 141,905

(4) 85,625 81,261 62,114 62,117 80,262 80,811 83,811 86,811

(5) 134,410 130,589 124,818 139,494 140,546 141,459 141,459 141,459

２. 23,608 28,924 28,536 12,364 11,655 11,179 10,690 10,189

(1) 7,032 6,606 6,168 5,718 5,255 4,779 4,290 3,789

(2) 16,576 22,318 22,368 6,646 6,400 6,400 6,400 6,400

(B) 1,217,466 1,238,675 1,227,231 1,225,211 1,267,486 1,268,994 1,266,635 1,258,084

経 　常 　損 　益 　(A)－(B) (C) ▲ 29,835 ▲ 30,235 20,298 4,607 ▲ 1,982 2,064 5,596 15,312

１. (D)

２. (E) 363,142

特　別　損　益　(D)－(E) (F) 0 ▲ 363,142 0 0 0 0 0 0

▲ 29,835 ▲ 393,377 20,298 4,607 ▲ 1,982 2,064 5,596 15,312

(G) 502,017 531,852

(ｱ) 1,595,241 1,605,661 1,656,140 1,614,644 1,636,192 1,663,759 1,696,196 1,739,681

(ｲ) 48,889 104,569 111,068 112,255 114,419 116,114 117,823 119,546

　

(ｳ)

(Ａ)
（Ｂ）
(ｵ)
ａ
ａ
ｂ
c
a

(H)

ａ

19

病 床 利 用 率

資 金 不 足 比 率 ×100

職員給与費対医業収益比率 ×100

地方財政法施行令第15条第１項
により算定した資金の不足額 (H)

経 常 収 支 比 率 ×100

不 良 債 務 比 率 ×100

医 業 収 支 比 率 ×100

う ち 一 時 借 入 金

翌 年 度 繰 越 財 源

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(ｴ)

差引
不 良 債 務

(ｵ)
｛ ( ｲ )-( ｴ ) ｝ -{( ｱ )-( ｳ )}

支 払 利 息

そ の 他

経 常 費 用

又 は 未 発 行 の 額

純 損 益 (C)＋(F)

累 積 欠 損 金

不
 

良
 

債
 

務

流 動 資 産

流 動 負 債

特
別
損
益

特 別 利 益

特 別 損 失

そ の 他

経 常 収 益

支
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出

医 業 費 用

職 員 給 与 費

材 料 費

経 費

減 価 償 却 費

そ の 他

医 業 外 費 用

31年度25年度(実績) 28年度(見込） 29年度27年度(実績)26年度(実績)

長 期 前 受 金 戻 入

32年度

収
 
 
 
 
 
 
 
 

入

医 業 収 益

料 金 収 入

そ の 他

う ち 他 会 計 負 担 金

30年度

医 業 外 収 益

他 会 計 負 担 金 ・ 補 助 金

国 ( 県 ) 補 助 金

小城市民病院

▲ 1,546,352 ▲ 1,502,389 ▲ 1,521,773 ▲ 1,547,645 ▲ 1,578,373 ▲ 1,620,135

▲ 140.3

100.4 101.2

89.5 90.1

▲ 144.1

91.0 91.4 89.1

▲ 136.0 ▲ 137.6

97.5 100.4 99.8 100.2

89.4

▲ 1,546,352 ▲ 1,502,389 ▲ 1,521,773 ▲ 1,547,645

▲ 142.3 ▲ 135.5

63.1 66.3

▲ 136.0 ▲ 137.6

67.6 67.4

▲ 140.3 ▲ 144.1

63.6 63.6 63.6

66.9 65.9

▲ 1,578,373 ▲ 1,620,135

▲ 142.3 ▲ 135.5

※　累積欠損金は、会計制度が変更されたため資産の減価償却費を過去に遡って再計算した結果、累積欠損金が解消した。

71.2 63.1 63.6

▲ 1,545,072▲ 1,501,092

97.6 101.7

▲ 139.7 ▲ 137.6

88.8 93.7

67.5 66.2

▲ 1,501,092 ▲ 1,545,072

▲ 139.7 ▲ 137.6

63.8 65.3



団体名
（病院名）

２．収支計画（資本的収支） (単位：千円、％)

　　 年 度

 区 分

１.

２. 7,643 7,273 9,178 27,989 12,339 10,000 10,000 10,000

３. 10,066 10,350 10,642 10,942 11,250 11,568 11,895 12,230

４.

５.

６. 2,700 3,181

７.

(a) 17,709 20,323 23,001 38,931 23,589 21,568 21,895 22,230

(c)

純計(a)－{(b)＋(c)} (A) 17,709 20,323 23,001 38,931 23,589 21,568 21,895 22,230

１. 15,222 14,462 18,276 95,980 24,678 20,000 20,000 20,000

２. 15,100 15,526 15,964 16,414 16,877 17,353 17,842 18,345

３.

４.

(B) 30,322 29,988 34,240 112,394 41,555 37,353 37,842 38,345

差　引　不　足　額　(B)－(A) (C) 12,613 9,665 11,239 73,463 17,966 15,785 15,947 16,115

１. 12,613 9,665 11,239 73,463 17,966 15,785 15,947 16,115

２.

３.

４.

(D) 12,613 9,665 11,239 73,463 17,966 15,785 15,947 16,115

補てん財源不足額　(C)－(D) (E) 0 0 0 0 0 0 0 0

(E)－(F) 0 0 0 0 0 0 0 0

３．一般会計等からの繰入金の見通し

(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)

114,378 114,572 117,018 119,302 129,823 129,426 129,099 128,764

(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)

17,709 20,323 23,001 38,931 23,589 21,568 21,895 22,230

(    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0) (    0)

132,087 134,895 140,019 158,233 153,412 150,994 150,994 150,994

（注）
1
2

31年度 32年度25年度(実績) 28年度(見込）

当 年 度 同 意 等 債 で 未 借 入
(F)

又 は 未 発 行 の 額

実 質 財 源 不 足 額

2．金額の単位は適宜変更することも可能。（例）千円単位。

26年度(実績)

20

資 本 的 収 支

　（　）内はうち基準外繰入金額を記入すること。

(単位：千円）

　「基準外繰入金」とは、「地方公営企業繰出金について」（総務副大臣通知）に基づき他会計から公営企業会計へ繰り入れられる繰入金以外の繰入金をいう
ものであること。

合　　　計

収 益 的 収 支

1．複数の病院を有する事業にあっては、合計表のほか、別途、病院ごとの計画を作成すること。

27年度(実績) 29年度 30年度

他 会 計 負 担 金

他 会 計 借 入 金

補
て
ん
財
源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

他 会 計 補 助 金

計

国 ( 県 ) 補 助 金

支 出 計

企 業 債

他 会 計 出 資 金

前年度許可債で当年度借入分

支
　
　
出

建 設 改 良 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ の 他

収
　
　
　
　
　
　
入

25年度(実績) 28年度(見込） 30年度

(b)
支 出 の 財 源 充 当 額
う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越さ れ る

29年度

そ の 他

収 入 計

小城市民病院

32年度31年度26年度(実績) 27年度(実績)




